
２ 集計項目の説明 
（１）事業所数 

平成１３年１２月３１日現在の数です。 
なお、事業所とは、一般に工場、製作所あるいは加工所などと呼ばれているような、一区画を占

めて主として製造及び加工を行っているものをいいます。 
（２）従業者数 

平成１３年１２月３１日現在の常用労働者数と個人事業主及び無給家族従業者数の合計です。 
常用労働者とは、次のうちいずれかに該当する者をいいます。 
①期間を決めず、又は１ヶ月を超える期間を定めて雇用されている者 
②１１，１２月の各月において１８日以上雇用された臨時の者 
③重役、理事などの役員のうち、常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者 
④事業主の家族で、その事業所に常時勤務して毎月給与の支払いを受けている者 

（３）現金給与総額 
平成１３年１年間に、常用労働者に対して、事業所の給与規則、労働契約あるいは団体協約等に

基づいて、きまって支給された給与（基本給、諸手当）の額及び特別に支払われた給与（期末賞与

等）の額とその他の給与額の合計です。その他の給与とは、常用労働者に対する退職金、解雇予告

手当及び常用労働者に含まれない臨時及び日雇いの者に対するすべての現金給与額です。 
（４）原材料使用額等 

平成１３年１年間における原材料使用額、燃料使用額、電力使用額及び委託生産額の合計であり、

消費税額を含んでいます。 
ア 原材料使用額 

平成１３年１年間に製造加工のため使用した原材料及び工場維持用の材料並びに消耗品の使

用額をいい、下請工場に製造加工を行わせるため支給した原材料は含まれますが、他の事業所

から支給されたものは除かれます。 
イ 燃料使用額 

製品を作るため使用した燃料（石炭、石油、ガス、コークス、木炭、薪炭など）であり、製

品の運搬等に使用するトラック等の燃料も含まれます。 
ウ 電力使用額 

購入した電力の使用額であり、自家発電は含みません。 
エ 委託生産額 

原材料又は中間製品を他の事業所に支給して製造又は加工を委託した場合、これに支払った

加工賃及び支払うべき加工賃をいいます。 
（５）製造品、原材料、燃料、半製品及び仕掛品の在庫額 

その事業所の所有する全てのもの及び原材料を他に支給して製造させた委託生産品は含まれます

が、他から支給された原材料による委託加工品及び仕入れてそのまま販売するものは含まれません。 
（６）有形固定資産 

その事業所で繰り返し使用する有形の財産、すなわち建物、構築物、機械各種運搬具や耐用年数

１年以上で１０万円以上の工具、器具、備品等及び土地をいい、額は帳簿価格によります。 
ア 年初現在高 

平成１３年１月１日現在で、事業所が所有する有形固定資産額をいいます。 
イ 取得額 

平成１３年１年間に購入又は取得した有形固定資産額をいいます。 
ウ 除却額 

平成１３年１年間に売却、撤去、滅失又は同一企業の他の事業所へ引き渡しなどによって減



少した資産の価格をいいます。 
エ 減価償却額 

平成１３年１年間に事業所の有形固定資産の減価償却額として計上された金額をいいます。 
オ 建設仮勘定 

建設過程にある有形固定資産、たとえば建物が完成して固定資産勘定に組み替えられるまで

の途中でいろいろ出費があった場合、これを整理するための会計処理上の方法として設けられ

ているものです。 
（７）リース契約額及びリース支払額 

平成１３年中に新規に契約した機械設備等のリース契約額の総額、及び平成１３年中に支払った

機械設備等のリース料の総額です。 
（８）製造品出荷額等 

平成１３年１年間における製造品出荷額、加工賃収入額、修理料収入額及びその他の収入額の合

計であり、消費税額を含んでいます。 
ア 製造品出荷額 

工場出荷価格によっており、同一企業に属する他事業所へ引き渡したものも含んでいます。 
イ 加工賃収入額 

他の企業の所有に属する原材料又は製品に賃加工して引き渡したものに対して、受け取った

加工賃及び受け取るべき加工賃をいいます。 
ウ 修理料収入額 

他人のものを修理して受け取った修理料及び受け取るべき修理料をいいます。 
エ その他の収入 

冷蔵保管料、広告料などと製造過程から出たくず及び廃物の出荷額も含まれます。 
（９）内国消費税 

酒税、たばこ税、揮発油税、地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計です。 
（１０）事業所敷地面積等 

ア 事業所の面積は、平成１３年１２月３１日現在において事業所で使用（賃借を含む）してい

る敷地の全面積をいいます。ただし、鉱区、住宅、寄宿舎、グランド、倉庫、その他福利厚生

施設などに使用している敷地が、生産設備などにある敷地と、道路（公路）、へい、さくなどに

より明確に区分されている場合、又はこれらの敷地の面積が何らかの方法で区別できる場合は

除いています。なお、事業所の隣接地にある拡張予定地を事業所が占有している場合は含んで

います。 
イ 事業所の建築面積は、事業所敷地にあるすべての建築物の面積の合計をいいます。 

（１１）工業用水 
事業所内で生産のために使用される用水（従業者の飲料水、雑用水を含む）をいいます。 

（１２）算式 
統計表中にある有形固定資産投資総額、生産額、付加価値額などについては次の算式によります。 

ア 有形固定資産投資総額＝有形固定資産の取得額＋建設仮勘定の年間増減額 
イ 有形固定資産年末現在高＝年初現在高＋取得額－除却額－減価償却額 
ウ 生産額＝製造品出荷額等＋（製造品年末在庫額－製造品年初在庫額）＋（半製品及び仕掛品年

末在庫額－半製品及び仕掛品年初在庫額） 
エ 付加価値額（従業者３０人以上の事業所）＝生産額－原材料使用額等－内国消費税額等－減価

償却額（従業者２９人以下の事業所は減価償却額を調査していないので、粗付加価値額としています。） 
粗付加価値額（従業者２９人以下の事業所）＝製造品出荷額等－原材料使用額等－内国消費税額等 

オ 生産額は従業者３０人以上のものであり、２９人以下の事業所については製造品出荷額等の数

値を生産額と見なしています。
 



 
カ 付加価値率＝

 

 
×１００（％）

 
生産額－内国消費税額等 
付 加 価 値 額          

 

 
キ 現金給与率＝  
 

 
ク 原材料率     ＝  

現 金 給 与 総 額           
 生産額－内国消費税額等 
 
原 材 料 使 用 額 等           
生産額－内国消費税額等 

 

×１００（％） 

×１００（％） 
 
 
ケ １事業所当たり年間製造品出荷額等（または生産額）＝ 

 

製造品出荷額等（または生産額） 
－内国消費税額等 

 事 業 所 数        

 
コ １事業所当たり付加価値額＝ 

 

付加価値額 
 事業所数      

 
サ １事業所当たり有形固定資産年末現在高＝ 

 事 業 所 数        
有形固定資産年末現在高 

 
有形固定資産の取得＋建設仮勘定の増減額 
 事 業 所 数        

シ １事業所当たり有形固定資産投資総額＝ 
 
 
ス 従業者１人当たり製造品出荷額等（または生産額）＝ 
   

 
（個人事業主及び家族従業者）×１２＋常用労働者毎月末現在数の合計 

×１２ 製造品出荷額等（または生産額）－内国消費税額等 
 
 

 
セ 従業者１人当たりの付加価値額＝ 

×１２ 付 加 価 値 額         
 （個人事業主及び家族従業者）×１２＋常用労働者毎月末現在数の合計 

 
 
 

 

ソ 常用労働者１人当たり１ヶ月当たりの現金給与額＝ 
 
＊内国消費税等とは内国消費税に一般消費税を加算したものを示す。 

常用労働者に対する給与額              
常用労働者毎月末現在の合計 

 

（１３）分類 
ア 産業別に集計するための産業格付けの方法は、次の通りです。なお、この報告書中、産業分類

は、別表１のように省略して用いています。 
①一般的な方法 

製造品が単品のみの事業所については、品目６桁番号の上４桁で産業細分類を決定します。

品目が複数の品目にわたる事業所の場合は、まず上２桁の番号（中分類）を同じくする品目の

製造品出荷額等をそれぞれ合計し、その額の最も大きいもので２桁番号を決定します。次にそ



の決定された２桁の番号のうち、前記と同様の方法で３桁番号（小分類）、さらに４桁番号（細

分類）を決定し、最終的な産業格付けとします。 
②特殊な方法 

上記の方法以外に、中分類２６鉄工業については、作業工程、機械設備等により産業を決定

しているものが１１業種あります。 
イ 「品目別集計表（４人以上の事業所）」については、上記の産業格付けとは無関係に品目６桁番

号による集計を行っており、たとえば２品目を産出する事業所はそれぞれの品目において１産出

事業所としています。従って産業別統計表とは異なる数値となっています。 
 

３ その他 
（１） 統計表中の記号は次によります。 

「－」該当がないもの。 
「０」単位未満のもの。 
「▲」負数のもの。 
「Ｘ」該当事業所が１ないし２事業所に関する数字であるため、統計の秘密保護の立場から

特に内容を秘匿したものです。また、３以上の事業所に関する数字でも秘匿した事業所

に関する数字が前後の関係から判明する場合も「Ｘ」で表しています。 
 
（２）数値の単位未満は四捨五入しています。従って合計と内訳が一致しない場合があります。 
（３）この報告書に示す地域区分は別に示すとおりです。 
（４）この報告書の内容についての問い合わせは下記にお願いします。 

熊本県企画振興部統計調査課 
〒862-8570 熊本市水前寺６丁目１８番１号  
℡096-383-1111（内線3610） 
 
 



 
別表1 
 

省略表示 産業中分類 省略表示 産業中分類 
 
12 食料品 
 
13 飲料 
 
14 繊維 
 
15 衣服 
 
16 木材 
 
17 家具 
 
18 パルプ・紙 
 
19 出版・印刷 
 
20 化学 
 
21 石油・石炭 
 
22 プラスチック 

 
食料品製造業 
 
飲料・たばこ・飼料製造業 
 
繊維工業 
 
衣服・その他の繊維製品製造業 
 
木材・木製品製造業 
 
家具・装備品製造業 
 
パルプ・紙・紙加工品製造業 
 
出版・印刷・同関連産業 
 
化学工業 
 
石油製品・石炭製品製造業 
 
プラスチック製品製造業 
 

 
23 ゴム製品 
 
24 皮革 
 
25 窯業・土石 
 
26 鉄鋼 
 
27 非鉄金属 
 
28 金属製品 
 
29 一般機器 
 
30 電気機器 
 
31 輸送用機器 
 
32 精密機器 
 
34 その他 

 
ゴム製品製造業 
 
なめし革・同製品・毛皮製造業 
 
窯業・土石製品製造業 
 
鉄鋼業 
 
非鉄金属製造業 
 
金属製品製造業 
 
一般機械器具製造業 
 
電気機械器具製造業 
 
輸送用機械器具製造業 
 
精密機械器具製造業 
 
その他の製造業 

注：33 武器製造業は本県に該当の事業所がないため省略しています。 



特 定 業 種 一 覧 表             

産  業  分  類 

小 分 類 （３けた） 細 分 類 （４けた） 
備    考 

143 ねん糸製造業 1431 ねん糸製造業（かさ高加工

糸製造業を除く） 
1432 かさ高加工糸製造業 

 

144 織物業 1441 絹・スフ織物業 
1442 絹・人絹織物業 
1443 毛織物業 
1444 麻織物業 
1449 その他の織物業 

 
・ 幅13㎝未満の細幅織物 
（1485）を除く 

145 ニット生地製造業 1451 丸編ニット生地製造業 
1452 たて編ニット生地製造業 
1453 横編ニット生地製造業 

 

152 ニット製外衣・シャツ製造業 1521 ニット製外衣（アウターシ

ャツ類、セーター類などを

除く）製造業 
1522 ニット製アウターシャツ類

製造業 
1523 セーター類製造業 
1529 その他のニット製外衣・シ

ャツ製造業 

 

153 下着類製造業の一部 1532 ニット製下着製造業 
1534 ニット製寝着類製造業 

・織物製下着製造業（1531）、織物

製寝着類製造業（1533）、補整着製

造業(1531)を除く。 
156 その他の衣服・繊維製身の回 

り品製造業の一部 
 

1564 靴下製造業 
1565 手袋製造業 

・ネクタイ製造業（1561）、スカー

フ・マフラー製造業（1562）、ハン

カチーフ製造業（1563）、帽子製造

業（1566）、他に分類されない衣

服・繊維製身の回り品製造業

（1569）を除く。 
171 家具製造業 1711 木製家具製造業（漆塗りを

除く） 
1712 金属製家具製造業 
1713 マットレス・組スプリング

製造業 
 

・プラスチック製家具・ガラス製

テーブル（1799）、漆塗家具（3461）
を除く。 
・金庫（2891）を除く。 
・和室用マットレス（1591）、個々

のスプリング（2892）を除く。 
173 建具製造業 1731 建具製造業 ・木製サッシ（1621）を除く。 
232 ゴム製・プラスチック製履

物・同附属品製造業 
2321 ゴム製履物・同附属品製造

業 
2322 プラスチック製履物・同附

属品製造業 

・合成皮革製を含む。 

241 なめし革製造業 2411 なめし革製造業  

 



産  業  分  類 

小 分 類 （３けた） 細 分 類 （４けた） 
備    考 

242 工業用革製品製造業（手袋を

除く） 
2421 工業用革製品製造業（手袋

を除く） 
・革製手袋（2451）を除く。 

243 革製履物用材料・同附属品製

造業 
2431 革製履物用材料・同附属品

製造業 
 

244 革製履物製造業 2441 革製履物製造業  

245 革製手袋製造業 2451 革製手袋製造業 ・一部革製手袋（1561）を除く。 
・合成皮革製を含む。 

246 かばん製造業 2461 かばん製造業 ・材料のいかんを問わない。 

247 袋物製造業 
2471 袋物製造業（ハンドバッグ

を除く） 
2472 ハンドバッグ製造業 

 
  ・材料のいかんを問わない。 

248 毛皮製造業 2481 毛皮製造業 ・毛皮製衣服・身の回り品（1541）
を除く。 

249 その他のなめし革製品製造

業 
2499 他に分類されないなめし革

製品製造業 
・運動用具（3434）を除く。 
・なめし革製衣服（1569）を除く。 

254 陶磁器・同関連製品製造業 

2541 衛生陶器製造業 
2542 食卓用・ちゅう房用陶磁器

製造業 
2543 陶磁器製置物製造業 
2544 電気用陶磁器製造業 
2545 理化学用・工業用陶磁器製

造業 
2546 陶磁器製タイル製造業 
2547 陶磁器絵付業 
2548 陶磁器用はい（坏）土製造

業 
2549 その他の陶磁器・同関連製

品製造業 

 
 
 
・陶磁器製がん具（3431）を除く。 
 
 
 
・石タイル（2583）を除く。 
 
 
 
・陶磁器製家具（1799）、陶磁器製

がん具（3431）を除く。 

282 洋食器・刃物・手道具・金物

類製造業 
 

2821 洋食器製造業 
2822 機械刃物製造業 
2823 利器工匠具・手道具製造業

（やすり、のこぎり、食卓

用刃物を除く） 
2824 作業工具製造業（やすりを

除く） 
2825 やすり製造業 
2826 手引のこぎり・のこ刃製造

業 
2827 農業用器具製造業（農業用

機械を除く） 
2829 その他の金物類製造業 

・貴金属製（3411）を除く。 
 
 
 
 
 
 
・ライター用やすり（2899）を除

く。 
 

・農業用機械（2921）を除く。 
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